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課税に関するアンケート調査

【目的】 ① 2015年7月前回調査からの情報アップデート

② 政策対話における提言見直しへ活用

③ 課税ワーキンググループ主催で日本語における税制入門セ
ミナー開催を企画。講演テーマの絞り込み

【調査内容】1.税務クレジット 2.還付請求 3.相殺請求 4.ICMS税
5.移転価格税制 6.ブラジル税制全般に関する設問

【調査実施期間】２０１７年６月１３日～６月３０日

【対象】会議所会員企業３５３社へ日本語版、ポルトガル語版を送付

【調査結果】６８社が回答（うち65社が進出日本企業、3社がブラジル地場企業）



１．税務クレジット
（１）還付・相殺できる税務クレジット（仮払税金）がありますか？

「ある」 ４５社、６６％

「なし」 ２２社、３２％

「無回答」１社、２％

｢ある｣と回答された方は、どの種類の税金の
クレジットがありますか？（複数回答有）
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２．還付請求
（１）還付請求を行ったことがありますか？

「なし」 ４２社、６２％

「無回答」 １社、２％

「ある」 ２５社、３７％

｢ある｣と回答された方は、
どの種類の税金の還付請求を
行いましたか？（複数回答有）
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コンサルコメント：ICMSの場合
「ICMS（輸入前払い）」や「ICMS (SP
州) の計算にPIS/COFINSが含ま

れている」の回答が反映されてい
ることを注記する。



２．還付請求
（２）連邦税の還付請求を行ったことがある企業へ伺います。
既払い税金の還付を得られましたか？

｢はい｣と回答された方は、請求から還付までどれくらいの期間がかかりましたか？
また、「請求中」と回答された方は、どれくらい時間が経過していますか？

社

「はい」 １１社、３７％
「いいえ」 ９社、３０％

「請求中」 １０社、３３％
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３．相殺請求
（１）相殺請求を行ったことがありますか？

社

「無回答」１社、１％

「なし」 ２７社、４０％

「ある」 ４０社、５９％ PIS/COFINS  x   IRPJ

PIS/COFINS  x   CSLL

IRPJ  x   CSLL

上位相殺３例

「いいえ」 または「請求中」
２３社、５３％

（２）既払い税金の相殺を得られましたか？相殺、または請求中の期間は？

「はい」 ２０社、４７％
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４．ICMS税
（１）現状、蓄積しているICMS税クレジットがありますか？

「無回答」 ２社、３％

「ある」 ３１社、４６％

「なし」 ３５社、５1％
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（２）ICMS税クレジット残解消策として以下のどの制度を活用しています
か？（複数回答有、２２社回答）

「ある」と回答された方は、蓄積額の規模は
どの程度ですか？（月商ベース）自動車
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４．ICMS税
（３）現状、御社の業務は
ICMS税(Substituição Tributária)ST制度の対象となりますか？

「いいえ」 ４１社、６０％

「はい」 ２３社、３４％

「無回答」 ４社、６％

非常に大きい

２６％

多少の影響

４８％

影響なし

26％

「はい」と回答された方は、ICMS税ST制度の
キャッシュフローに及ぼす影響はどの程度ですか？

電気電子
39%

食品
22%

化学
9%

機械金属
5%

自動車
4%

繊維
4%

建設不動産
13%

貿易
4%



５．移転価格
（１）現状、御社の業務はブラジルの移転価格税制の対象
となりますか？

「はい」と回答された方へ伺います。
御社の移転価格税制の計算方法は
次のどれに該当しますか？（複数回答可）

件社

「はい」 ４５社、６６％

「無回答」 ３社、５％

「いいえ」 ２０社、２９％

「はい」と回答された方へ伺います。移転
価格税制に係る加算調整を実施していま
すか？

加算調整して

いる

53％

加算調整して

いない（独立

企業間価格

の枠内）

36％

無回答

11％

金融取引

コモディティ、

輸入CPL法（原価基準法）

輸出その他の方法（PVEｘ、PVA、PVV）

輸出CAP法（原価基準法）

輸入PIC（独立価額比準法）

輸入PRL（再販売価格比準法）
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５．移転価格
（２）ブラジルの移転価格税制が障害となり、伯での事業展開・進出形態へ影響していること
はありますか？ブラジルに輸入・販売できていない製品はありますか？

（３）ブラジルの移転価格税制がOECDガイドラインに準拠した場合の、
伯国での事業展開の可能性・スキーム変更の可能性はありますか？

「いいえ」 ４７社、６９％

「ある」 ６社、９％
「無回答」 １４社、２２％

「ある」 ２４社、
３５％

「いいえ」 ３５社、５２％

「無回答」 ９社、１３％
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（注）：当設問から会計スキーム変
更への抵抗感もあるようにもみら
れる（コンサルコメント）

（注）：進出への障害は移転価格税制
のみに留まらないともみられる（コン
サルコメント）



６．ブラジル税制全般

（１）ブラジル税制の課題と思われる項目を選択してください。
（複数回答有）

社

（参考データ：2015年CNI実施アンケート調査結果）

0 10 20 30 40 50 60

輸入を優遇する税制

輸出に対する課税

産業ごとの課税格差

投資に対する課税

同じ税金に対する内税計算

給料に対する課税

納税処理に対する経費コスト

多段階累積型税制

過徴税制

8

6

12

12

38

42

47

50

59



６．ブラジル税制全般

（２）ICMS税の改善案として望ましい項目を選択してください。
（複数回答有）
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